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公共交通
の利用促進

・ 地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律を活用し、地域の自立した日常生活
の確保等のために、地域の協議会が行う
多様な取組みに対し、一括で総合的に支
援する柔軟な制度（地域公共交通活性化・
再生総合事業）を創設

交通流
の円滑化

・ＩＴＳの推進、路上工事の
縮減、多様で弾力的な高速
道路の料金施策の実施、ボ
トルネック踏切等の対策な
ど、交通流の円滑化に向け
た取組の実施

自動車・船舶
の低燃費化

・燃費性能及び排出ガス性能に
優れた環境負荷の小さい自動車
の更なる普及に向けた施策の推
進

・船舶のＣＯ２排出量を評価する
指標（海の１０モード指標）の開
発・普及等を通じ、海運における
ＣＯ２排出削減の推進

住宅・建築物
の省エネ性能の向上
・住宅・建築物に係る規制・誘導策の充

実・強化

・現行の省エネ判断基準を上回る高い省

エネ性能を備えた先導的な住宅・建築物

の建築の促進のための措置の導入
・省エネ性能の高い住宅・建築物が選択
されるよう、消費者にもわかりやすい省
エネ性能の評価・表示を更に推進
・既存ストックの省エネ改修促進等に対
するインセンティブの付与

省ＣＯ２型
の都市構造の構築

・都市・地域全体の環境負荷
の低減に向け、様々な都市機
能が集約し、公共交通が中心
となる集約型都市構造の実現、
都市の緑化、下水道の有する
資源エネルギーの効率的利
用などの施策を総合的に展開

施策の内容

物流
の効率化

・都市内物流効率化に向け、
各地域の多様な関係者が
参画し、情報共有等を行う
協議会設立等への支援の
実施
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地域公共交通活性化・再生法の趣旨に基づき、関係自治体、交通事業者、住民その他地域の関係者が連携して、
自主的・積極的に取り組む地域を重点的に支援する。

＜内 容＞
地域公共交通活性化・再生法は、本年１０月より施行され、地域における合意形成、合意に基づく取組みの確実な実施のための環

境整備が図られる。
この法律を活用し、地域の多様なニーズに応えるため、鉄道・バス・旅客船等の事業をパッケージで地域の協議会に対し一括支援

する柔軟な制度を新たに設けることにより、地域の創意工夫ある自主的な取組みを促進する。

市町村 公共交通事業者 道路管理者 住民
協議会

港湾管理者 公安委員会 等

・協議会の参加要請応諾義務
・計画策定時のパブリックコメント実施
・計画作成等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

地域公共交通総合連携計画

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推
進するための計画

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年10月1日施行）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成1919年年1010月月11日施行）日施行）

地域公共交通総合連携計画に位置付けられた事業のう
ち協議会が実施する事業 新支援制度による支援

【計画的取組の実現】
・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

※補助率 １／２、１／３ 等

（例）
・公共交通の利用促進活動（レンタサイクル、イベント、
広報、乗継割引運賃・周遊切符等のシステム設計等）
・鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・コミュニティバス・乗合タクシーの導入
・旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更の実証運航
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○ １９９９年のトップランナー基準の策定以降、自動車メー
カーの積極的な取組及びグリーン税制等の効果により、
２００４年度末時点で、約８割以上（出荷ベース）のガソリン
自動車が２０１０年度燃費基準を達成。

○ ２００４年度において、１９９５年度と比較して約２２％燃費
性能が改善。

○ これらをふまえ、自動車のさらなる低燃費化を推進するた
め、新燃費基準を策定。

＜ガソリン乗用車の新車平均燃費値の推移＞
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※上の図の燃費値は、１０・１５モード法により測定した燃費値

・乗用車、小型バス、小型貨物車を対象。
・目標年度は、２０１５年度。

・この基準が達成された場合、２０１５年度の乗用車
の燃費は、２００４年度と比較して２３．５％改善。

・新基準はこれまでの改善（９５→０４年度：約２２％改善）
を上回る改善を求める厳しい水準。

乗用車等の新しい燃費基準の策定
（２００７年７月策定）

・軽油を燃料とする車両総重量３．５トン超の貨物自動車
及び乗車定員１１人以上の乗用自動車を対象。

・目標年度は２０１５年度。
・この基準が達成された場合、２０１５年度の重量車の燃
費は、２００２年度と比較して１２．２％改善。

・世界で初めて重量車（トラック・バス等）の燃費基準を策
定。

重量車（トラック・バス等）燃費基準の策定
（２００６年３月策定）

＜自動車グリーン税制による軽減措置＞
○ 自動車の燃費性能・排出ガス性能に応じて、平成１３年度より軽減措

置を実施。

○ 本年度末で期限となる自動車グリーン税制について延長要望を

行うとともに、一般的に燃費が良いと言われるディーゼル乗用車に
関し最新排出ガス規制適合車を取得した場合の優遇措置の
創設を要望。

自動車の低燃費化自動車の低燃費化

３

自動車税：税率を概ね２５％軽課

自動車取得税：取得価格から１５万円控除

自動車税：税率を概ね５０％軽課

自動車取得税：取得価格から３０万円控除

新☆☆☆☆

（平成１７年排出ガス規制から７５％以上低減）

平成２２年度

燃費基準＋１０％

燃費基準＋２０％

平成２２年度

燃費性能

排出ガス性能

燃費性能
排出ガス性能

平成２７年度
燃費基準達成

平成１７年排出ガス規制適合

（新長期規制適合）

自動車取得税：１．０％軽減 自動車取得税：２．０％軽減

○小型・普通車

○重量車（トラック・バス）

※１ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車については、自動車税が概ね５０％軽課。

※２ 重課：１１年超のディーゼル車、１３年超のガソリン車・ＬＰＧ車に対して、自動車税を概ね１０％重課。

平成１７年排出ガス規制から

ＮＯｘ又はＰＭを１０％以上低減



【今後取り組むべき施策の方向】

住宅・建築物に係る規制・誘導策の充実・強化

中小規模（2,000㎡未満）の住宅・建築物の
対象化

大規模（2,000㎡以上）の住宅・建築物の対策
の強化

現行の省エネ判断基準を上回る高い省エネ性能
を備えた先導的な住宅・建築物の建築の促進の
ための措置の導入

既存ストックの省エネ改修促進等に対するインセン
ティブの付与

省エネ性能の高い住宅・建築物が選択されるよう、
消費者にもわかりやすい省エネ性能の評価・表示
を更に推進

住宅に係る省エネ改修促進税制の創設等
（平成20年度税制改正要望）

省エネ判断基準を策定
2,000㎡以上の住宅・建築物の建築等の際は、
建築主等は省エネ措置を届出
省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

【現在講じている施策】

● 省エネ法による規制・誘導

住宅性能表示制度の普及推進
総合的な環境性能評価手法の開発・普及

● 性能の評価・表示

住宅ローンの優遇による省エネ住宅の誘導
地域住宅交付金の活用による省エネの推進

● 補助・融資による省エネ住宅の誘導

● 技術開発の推進
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164

家庭部門
14％

（約1／7）

【住宅】

業務その他部門
20％ （約1／5）

【建築物】
（基準年）
※1990～2005年度の実績は、IPCC事務局に提出
（2006.8.30）した際の算定方法に基づくもの。
※2010年度の数値は、京都議定書目標達成計画
（2005.4.28閣議決定）に記載されているもの。

出典：環境省公表資料
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